
 

 

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の  
一部改正のお知らせ  

 

防府市契約課  

 

現在、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格（工事、工事に係る業務委託）

は、各要領に基づき算出しておりますが、下記のとおり低入札価格調査制度及び最低

制限価格制度の一部改正を行います。 

 

１ 改正内容 

(1)調査基準価格の設定及び最低制限価格の算定に用いる係数の改正 

  調査基準価格の設定（防府市低入札価格調査実施要領）及び最低制限価格の算

定（防府市最低制限価格制度実施要領）に用いる係数を下記のとおり改正する。  

 

 

２ 適用開始日 

  令和８年５月１日以降に指名通知又は公告を行う案件から適用する。 


